
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　書き換え可能に記憶されているソフトウェアを用いて動作する電子機器の前記ソフトウ
ェアを更新するソフトウェア更新システムにおいて、
　ソフトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必要の生じたファイルの
データや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで構成された更新情報と
、該更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを示す対象情報とを関係
付けたアップデートデータを供給するアップデートデータ供給手段と、
　新たなソフトウェアをバージョンアップデータとして供給するバージョンアップデータ
供給手段と、
　前記アップデートデータから前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報を前記
対象情報に基づいて分離する処理と、前記アップデートデータから前記記憶されているソ
フトウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報を前記対象情報に基づ
いて分離して保持する処理を行う更新情報処理手段と、
　前記バージョンアップデータに含まれているファイルのデータよりも新たなデータが前
記更新情報処理手段で保持されている更新情報に含まれているときには、該新たなデータ
を用いて前記バージョンアップデータの更新を行うデータ更新手段と、
　前記更新情報処理手段で分離された前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報
、あるいは前記データ更新手段で更新されたバージョンアップデータを用いて、前記記憶
されているソフトウェアの書き換えを行う書換処理手段を有する
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ことを特徴とするソフトウェア更新システム。
【請求項２】
　前記アップデートデータと前記バージョンアップデータの供給は異なる経路を介して行
う
ことを特徴とする請求項１記載のソフトウェア更新システム。
【請求項３】
　書き換え可能に記憶されているソフトウェアを用いて動作する電子機器において、
　ソフトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必要の生じたファイルの
データや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで構成された更新情報と
、該更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを示す対象情報とを関係
付けたアップデートデータから、前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報を前
記対象情報に基づいて分離する処理と、前記アップデートデータから前記記憶されている
ソフトウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報を前記対象情報に基
づいて分離して保持する処理を行う書換処理手段と、
　新たなソフトウェアであるバージョンアップデータに含まれているファイルのデータよ
りも新たなデータが前記更新情報処理手段で保持されている更新情報に含まれているとき
には、該新たなデータを用いて前記バージョンアップデータの更新を行うデータ更新手段
と、
　前記更新情報処理手段で分離された前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報
、あるいは前記データ更新手段で更新されたバージョンアップデータを用いて、前記記憶
されているソフトウェアの書き換えを行う書換処理手段を設けた
ことを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　書き換え可能に記憶されているソフトウェアを用いて動作する電子機器で前記ソフトウ
ェアの更新を行うソフトウェア更新方法において、
　ソフトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必要の生じたファイルの
データや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで構成された更新情報と
、該更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを示す対象情報とを関係
付けたアップデートデータから、前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報を前
記対象情報に基づいて分離する処理と、前記アップデートデータから前記記憶されている
ソフトウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報を前記対象情報に基
づいて分離して保持する処理を 行う更新情報処理工程と、
　新たなソフトウェアであるバージョンアップデータに含まれているファイルのデータよ
りも新たなデータが前記保持されている更新情報に含まれているときには、該新たなデー
タを用いて前記バージョンアップデータの更新を 行うデータ更新工程と
、
　前記更新情報処理工程で分離された更新情報あるいは前記データ更新工程で更新された
バージョンアップデータを用いて、前記記憶されているソフトウェアの書き換えを

行う書換処理工程を有する
ことを特徴とするソフトウェア更新方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、ソフトウェア更新システム およびソフトウェア更新方法に関す
る。詳しくは、
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分離保持手段が

データ更新手段が

書き替
え手段が

と電子機器
ソフトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必要の生じ

たファイルのデータや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで構成され
た更新情報と、この更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを示す対
象情報とを関係付けたアップデートデータから、記憶されているソフトウェアに対する更
新情報を対象情報に基づいて分離する処理や、記憶されているソフトウェアとは異なるバ
ージョンのソフトウェアに対する更新情報を対象情報に基づいて分離して保持する処理を



【０００２】
【従来の技術】
ソフトウェアを用いた機器では、個々に機器を操作してソフトウェアの更新を行うだけで
なく、自動的にソフトウェアの更新を行うことができるようになされている。例えばデジ
タル放送では、番組の映像データや音声データだけでなくダウンロード用データ等をそれ
ぞれパケット化するとともに多重化して伝送し、デジタル放送の受信装置では、多重化さ
れている信号からダウンロード用データのパケットを抽出して、このダウンロード用デー
タを用いてソフトウェアの更新が行われている。
【０００３】
また、特許文献１に示すように、ネットワークを介してサーバマシンからクライアントマ
シンにインストール開始の指示を出力し、インストール開始の指示を受けるクライアント
マシンはサーバマシンから送られるソフトウェアのインストール処理を実行することでソ
フトウェアを自動的にインストールすることが行われている。
【０００４】
【特許文献１】
特開平６－３０９２６１号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ソフトウェアの更新では、アップデートやバージョンアップが行われている。
アップデートは、ソフトウェアを構成する複数ファイルに対しての更新情報、すなわち変
更または追加の必要の生じたファイルのデータや不要となったファイルを消去するための
データで構成されたアップデートデータを提供して、このアップデートデータを用いてソ
フトウェアの書き換えを行うことで、ソフトウェアを更新するものである。また、バージ
ョンアップは、機能の追加や機能の変更等が盛り込まれた新たなソフトウェアをバージョ
ンアップデータとして提供し、このバージョンアップデータを用いてソフトウェアの書き
換えを行うことで、ソフトウェアを更新するものである。
【０００６】
図６は、ソフトウェアの更新順序を示しており、図６Ａは、最初に提供されているソフト
ウェアＳＦ 1を示している。また図６Ｂや図６Ｃは、その後、バージョンアップデータと
して提供されるソフトウェアＳＦ 2，ソフトウェアＳＦ 3を示している。
【０００７】
ソフトウェアＳＦ 1は、アップデート毎にアップデートデータを用いた書き換えが行われ
て、バージョン番号が例えば「 Ver1.0」から「 Ver1.1」「 Ver1.2」「 Ver1.3」「 Ver1.4」
の順に変更される。同様に、ソフトウェアＳＦ 2は、アップデート毎にバージョン番号が
例えば「 Ver2.0」から Ver2.1」「 Ver2.2」「 Ver2.3」の順、ソフトウェアＳＦ 3は、アッ
プデート毎にバージョン番号が例えば「 Ver3.0」から Ver3.1」の順に変更される。
【０００８】
ここで、現在使用しているソフトウェアよりもあとから提供されたソフトウェアにバージ
ョンアップする場合、各バージョンで最新のソフトウェアを使用することができる。例え
ばソフトウェアＳＦ 2の提供が開始されて、実線の矢印で示すように、ソフトウェアＳＦ 1
のバージョン「 Ver1.1」からソフトウェアＳＦ 2のバージョン「 Ver2.0」に更新した場合
、あるいはソフトウェアＳＦ 3の提供が開始されて、実線の矢印で示すように、ソフトウ
ェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.1」からソフトウェアＳＦ 3のバージョン「 Ver3.0」に更新
した場合、各バージョンで最新のソフトウェアを使用することができる。
【０００９】
しかし、現在使用しているソフトウェアよりも先に提供されているソフトウェアにバージ
ョンアップする場合、最新のソフトウェアを使用することができなくなってしまう。例え
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行い、分離された更新情報あるいは保持されている更新情報を用いて更新されたバージョ
ンアップデータを用いて、電子機器に記憶されているソフトウェアの書き換えを行うもの
である。



ば入手したソフトウェアＳＦ 2がバージョン「 Ver2.0」であったため、破線の矢印で示す
ようにソフトウェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.4」から、提供時期の早いソフトウェアＳ
Ｆ 2のバージョン「 Ver2.0」に更新してしまった場合、ソフトウェアＳＦ 2に対するアップ
デートの内容が反映されない状態でソフトウェアの書き換えが行われてしまう。また、入
手したソフトウェアＳＦ 3がバージョン「 Ver3.0」であったため、破線の矢印で示すよう
にソフトウェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.4」から、提供時期の早いソフトウェアＳＦ 3の
バージョン「 Ver3.0」に更新してしまった場合、ソフトウェアＳＦ 3に対するアップデー
トの内容が反映されない状態でソフトウェアの書き換えが行われてしまう。このため、ソ
フトウェアＳＦ 2にバージョンアップした場合はバージョン「 Ver2.3」までのアップデー
トの内容、ソフトウェアＳＦ 3にバージョンアップした場合はバージョン「 Ver3.1」まで
のアップデートの内容がそれぞれ反映されず、最新のソフトウェアを使用することができ
ない。
【００１０】
また、各バージョンのソフトウェアが最新の状態で使用されるようにするためには、ユー
ザに対して予め定められた順序でバージョンアップ操作を行わせるものとしたり、バージ
ョンアップ後にアップデートを行わなければならず、操作が煩雑となってしまう。
【００１１】
　そこで、この発明では、ソフトウェアの書き換え時に、常に最新の状態へとソフトウェ
アを書き換えられるソフトウェア更新システム およびソフトウェア更新方法を
提供するものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係るソフトウェア更新システムは、

ものである。
【００１４】
　また、 は、書き換え可能に記憶されているソフトウェアを用いて動作する

、

書換処理手段と、
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と電子機器

書き換え可能に記憶されているソフトウ
ェアを用いて動作する電子機器の前記ソフトウェアを更新するソフトウェア更新システム
において、ソフトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必要の生じたフ
ァイルのデータや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで構成された更
新情報と、該更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを示す対象情報
とを関係付けたアップデートデータを供給するアップデートデータ供給手段と、新たなソ
フトウェアをバージョンアップデータとして供給するバージョンアップデータ供給手段と
、前記アップデートデータから前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報を前記
対象情報に基づいて分離する処理と、前記アップデートデータから前記記憶されているソ
フトウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報を前記対象情報に基づ
いて分離して保持する処理を行う更新情報処理手段と、前記バージョンアップデータに含
まれているファイルのデータよりも新たなデータが前記更新情報処理手段で保持されてい
る更新情報に含まれているときには、該新たなデータを用いて前記バージョンアップデー
タの更新を行うデータ更新手段と、前記更新情報処理手段で分離された前記記憶されてい
るソフトウェアに対する更新情報、あるいは前記データ更新手段で更新されたバージョン
アップデータを用いて、前記記憶されているソフトウェアの書き換えを行う書換処理手段
を有する

電子機器 電子
機器であって ソフトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必要の生じ
たファイルのデータや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで構成され
た更新情報と、該更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを示す対象
情報とを関係付けたアップデートデータから、前記記憶されているソフトウェアに対する
更新情報を前記対象情報に基づいて分離する処理と、前記アップデートデータから前記記
憶されているソフトウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報を前記
対象情報に基づいて分離して保持する処理を行う 新たなソフトウェアで
あるバージョンアップデータに含まれているファイルのデータよりも新たなデータが前記
更新情報処理手段で保持されている更新情報に含まれているときには、該新たなデータを



有するものである。
【００１５】
　さらに、ソフトウェア更新方法は、書き換え可能に記憶されているソフトウェアを用い
て動作する電子機器で前記ソフトウェアの更新を行うソフトウェア更新方法において、ソ
フトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必要の生じたファイルのデー
タや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで構成された更新情報と、該
更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを示す対象情報とを関係付け
たアップデートデータから、前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報を前記対
象情報に基づいて分離する処理と、前記アップデートデータから前記記憶されているソフ
トウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報を前記対象情報に基づい
て分離して保持する処理を 行う更新情報処理工程と、新たなソフトウェア
であるバージョンアップデータに含まれているファイルのデータよりも新たなデータが前
記保持されている更新情報に含まれているときには、該新たなデータを用いて前記バージ
ョンアップデータの更新を 行うデータ更新工程と、前記更新情報処理工
程で分離された更新情報あるいは前記データ更新工程で更新されたバージョンアップデー
タを用いて、前記記憶されているソフトウェアの書き換えを 行う書換処理
工程を有するものである。
【００１６】
　この発明においては、

ソフトウェアの書
き換えが行われる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながら、この発明の実施の一形態について説明する。図１はソフトウェ
ア更新システム、例えば放送信号を受信して放送番組の提示を行う受信装置のソフトウェ
アを更新するソフトウェア更新システムの構成を示している。
【００１８】
ソフトウェア作成部１１は、ソフトウェア更新データに他のソフトウェア更新データにお
ける適用時期以降の更新情報を含め、複数のソフトウェア更新データを作成する。例えば
、ソフトウェア更新データとして、最初に提供されているソフトウェアに対して機能追加
や機能変更等が行われた新たなソフトウェアをバージョンアップデータとして生成する。
また、ソフトウェア更新データとして、最初に提供されているソフトウェアや新たなソフ
トウェアを構成する複数ファイルに対しての更新情報、すなわち変更または追加の必要の
生じたファイルのデータ、並びに不要となったファイルを消去するためのデータで構成さ
れたアップデートデータを生成する。
【００１９】
デジタル放送では、番組の映像データや音声データだけでなく電子番組ガイドやダウンロ
ード用のデータをそれぞれパケット化して、このパケットデータを多重化して伝送するこ

10

20

30

40

50

(5) JP 3985737 B2 2007.10.3

用いて前記バージョンアップデータの更新を行うデータ更新手段と、前記更新情報処理手
段で分離された前記記憶されているソフトウェアに対する更新情報、あるいは前記データ
更新手段で更新されたバージョンアップデータを用いて、前記記憶されているソフトウェ
アの書き換えを行う書換処理手段を

分離保持手段が

データ更新手段が

書き替え手段が

ソフトウェアを構成する複数ファイルに対して変更又は追加の必
要の生じたファイルのデータや不要となったファイルのデータを消去するためのデータで
構成された更新情報と、該更新情報がいずれのバージョンのソフトウェアに対応するかを
示す対象情報とを関係付けたアップデートデータから、電子機器に記憶されているソフト
ウェアに対する更新情報が対象情報に基づいて分離されて、この分離された更新情報を用
いて、記憶されているソフトウェアの書き換えが行われる。また、アップデートデータか
ら、記憶されているソフトウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報
が対象情報に基づいて分離して保持されて、この保持された更新情報に、新たなソフトウ
ェアであるバージョンアップデータに含まれているファイルのデータよりも新たなデータ
が含まれているとき、この新たなデータを用いてバージョンアップデータの更新が行われ
て、この更新されたバージョンアップデータを用いて、記憶されている



とが行われている。しかし、ダウンロード用のデータのパケットは、映像データや音声デ
ータのパケットの間に、番組の映像や音声が途切れることの無いように挿入されるもので
あるからデータ量的な制約がある。このため、後述する送出用サーバ１２や送出部１３を
ソフトウェア配布手段として用い、受信装置２０で不具合等を自動的に修正できるように
アップデートデータを送出用サーバ１２に供給する。
【００２０】
送出用サーバ１２は、番組の映像や音声の符号化されたデータ、電子番組ガイドのデータ
、ソフトウェア作成部１１から供給されたアップデートデータを蓄積する。また、蓄積し
ているデータを番組スケジュールに応じて読み出して送出部１３に供給する。
【００２１】
送出部１３は、送出用サーバ１２から供給された番組の映像データや音声データ、電子番
組ガイドデータ、アップデートデータをそれぞれパケット化したのち多重化して多重化信
号を生成する。さらに、多重化信号に対して誤り訂正符号を付加して変調し、放送信号と
して送信アンテナ１４から出力する。
【００２２】
一方、ソフトウェアのバージョンアップでは、機能追加や機能変更等が行われた新たなソ
フトウェアを用いることからデータ量がアップデートデータよりも大きい。このため、放
送信号を利用してバージョンアップデータを提供すると、タウンロードに要する時間が長
くなってしまう。また、ソフトウェアのバージョンアップで機能追加や機能変更が行われ
るとき、受信装置２０の使用者は、機能追加や機能変更を要望しない場合もあり、使用者
の要求に応じてバージョンアップを行うことが好ましい。したがって、例えばサーバ１５
をソフトウェア配布手段として用い、ソフトウェア作成部１１からバージョンアップデー
タをサーバ１５に供給して保持させておく。このサーバ１５に対してバージョンアップデ
ータの要求がネットワークを介して使用者からなされたときは、要求されたバージョンア
ップデータを使用者の受信装置２０に供給する。また、バージョンアップデータを記録し
た光ディスクや磁気ディスク等の記録媒体あるいはバージョンアップデータを記憶したメ
モリカード等の記憶媒体を、バージョンアップの希望者に配布して、この記録媒体や記憶
媒体からバージョンアップデータを読み出して、ソフトウェアの書き換えを行うものとし
ても良い。
【００２３】
受信装置２０のアンテナ２１で受信された信号は、受信部２２に供給される。受信部２２
は、受信した信号から目的の搬送波を選択する。さらに、選択した搬送波に対して検波や
復調処理を行い多重化信号を生成してデマルチプレクサ２３に供給する。
【００２４】
デマルチプレクサ２３は、多重化信号から所望の番組の映像データや音声データのパケッ
トを抽出して番組提示処理部２４に供給する。また、多重化信号から電子番組ガイドのパ
ケットを抽出して番組提示処理部２４に供給する。さらに、アップデートデータのパケッ
トを抽出して、更新情報処理部３１に供給する。
【００２５】
番組提示処理部２４は、映像データや音声データのパケットに対して復号処理を行い、映
像信号や音声信号を生成する。さらに、生成した映像信号に基づいて表示デバイスを駆動
して、番組の画像を表示する。また音声信号に基づいてスピーカ等を駆動して、番組の音
声を出力する。また、電子番組ガイドのデータを保持して、この保持したデータに基づき
使用者の要求に応じて電子番組ガイドの提示を行う。
【００２６】
更新情報処理部３１は、アップデートデータから後述するメモリ３４に書き換え可能に記
憶されているソフトウェアに対する更新部分の情報を分離して、書換データとして書換処
理部３３に供給する。また、メモリ３４に記憶されているソフトウェアとは異なるバージ
ョンのソフトウェアに対する更新情報を分離して保持する。なお、更新情報を保持する際
にメモリ３４を利用すれば、更新情報を保持するためのメモリを別個に設ける必要がない
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。
【００２７】
ネットワークインタフェース２５は、ネットワーク１６を介して受信装置２０とサーバ１
５を接続するためのインタフェースである。ここで、サーバ１５から供給されたバージョ
ンアップデータは、データ更新部３２に供給される。
【００２８】
ペリフェラルインタフェース２６は、記録媒体や記憶装置からバージョンアップデータを
読み出す外部機器と受信装置２０とを接続するためのインタフェースである。ここで外部
機器から読み出されたバージョンアップデータは、データ更新部３２に供給される。
【００２９】
データ更新部３２は、更新情報処理部３１によって分離されて保持されている更新情報か
ら、供給されたバージョンアップデータに対する更新情報を抽出して、この更新情報の内
容がバージョンアップデータに盛り込まれているか否かを判別する。ここで、バージョン
アップデータの適用時期が更新情報よりも古いときには、更新情報によってバージョンア
ップデータを最新の状態にする。さらに、最新の状態とされたバージョンアップデータを
書換処理部３３に供給する。
【００３０】
　書換処理部３３は、更新情報処理部３１から供給された書換データを用いて、メモリ３
４に されているソフトウェアの書き換えを行う。また、データ更新部３２から供給さ
れたバージョンアップデータを用いて モリ３４に記憶されているソフトウェアの書き
換えを行う。
【００３１】
動作制御部３５は、メモリ３４に記憶されているソフトウェアを読み出して実行すること
により受信装置２０の各部の動作を制御する。また、アップデートやバージョンアップの
動作の制御も行う。
【００３２】
次に、ソフトウェアの更新処理について説明する。図２は、アップデートデータとバージ
ョンアップデータの生成動作を示すものである。
【００３３】
受信装置２０のメモリ３４に、図２Ａに示すソフトウェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.0」
が最初に記憶されているとき、ソフトウェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.0」に対して更新
や機能の追加等を行いアップデートデータやバージョンアップデータを生成する。
【００３４】
ソフトウェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.0」に対して更新を行い、例えばファイルＦ aを「
Ｆ a-1」から「Ｆ a-2」に変更し、ファイルＦ bを削除し、ファイルＦ dとして「Ｆ d-1」を
追加する。この更新をアップデートＵＴ -1として行うときには、ファイル「Ｆ a-2」「Ｆ d
-1」のデータとファイルＦ bを削除するデータとを更新情報とする。また、更新情報の対
象がソフトウェアＳＦ 1であることを示す対象情報を生成して、更新情報と対象情報を関
係付けて図２Ｄに示すアップデートデータとする。なお、アップデートＵＴ -1が実行され
たソフトウェアＳＦ 1は、バージョン「 Ver1.1」とする。
【００３５】
また、例えばファイルＦ eによって可能とされる機能を削除して、新たな機能を可能とす
るファイルＦ fを追加して、ソフトウェアＳＦ 1を図２Ｂに示すソフトウェアＳＦ 2にバー
ジョンアップするとき、アップデートＵＴ -1の更新内容を反映させたソフトウェアＳＦ 2
がバージョンアップデータとして提供される。この提供されるソフトウェアＳＦ 2をバー
ジョン「 Ver2.0」とする。
【００３６】
ソフトウェアＳＦ 2の提供が開始された時期であるソフトウェアＳＦ 2の適用時期以降に更
新を行い、例えばファイルＦ aを「Ｆ a-2」から「Ｆ a-3」，ファイルＦ dを「Ｆ d-1」から
「Ｆ d-2」，ファイルＦ fを「Ｆ f-1」から「Ｆ f-2」に変更し、ファイルＦ bとして「Ｆ b-2
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」を追加し、ファイルＦ cを削除する。この更新をアップデートＵＴ -2として行うときは
、ファイル「Ｆ a-3」「Ｆ b-2」「Ｆ d-2」「Ｆ f-2」のデータとファイルＦ cを削除するデ
ータを更新情報とする。また、ファイル「Ｆ a-3」「Ｆ b-2」「Ｆ d-2」のデータとファイ
ルＦ cを削除するデータの対象がソフトウェアＳＦ 1，ＳＦ 2であり、ファイル「Ｆ f-2」の
データの対象がソフトウェアＳＦ 2であることを示す対象情報を生成して、更新情報と対
象情報を関係付けてアップデートデータとする。なお、アップデートＵＴ -2が実行された
ソフトウェアＳＦ 1は、バージョン「 Ver1.2」、ソフトウェアＳＦ 2はバージョン「 Ver2.1
」とする。
【００３７】
同様に、ソフトウェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.2」に対する更新とソフトウェアＳＦ 2の
バージョン「 Ver2.1」に対する更新を図２Ａ，２Ｂに示すように行い、この更新をアップ
デートＵＴ -3として行うものとすると、アップデートデータの更新情報は、ファイル「Ｆ
b-3」「Ｆ c-2」「Ｆ e-2」「Ｆ f-3」のデータとファイルＦ a，Ｆ dを削除するデータとなる
。また対象情報は、ファイル「Ｆ b-3」「Ｆ c-2」のデータとファイルＦ a，Ｆ dを削除する
データの対象がソフトウェアＳＦ 1，ＳＦ 2、ファイル「Ｆ e-2」のデータの対象がソフト
ウェアＳＦ 1、ファイル「Ｆ f-3」のデータの対象がソフトウェアＳＦ 2であることを示す
ものとなる。なお、アップデートＵＴ -3が実行されたソフトウェアＳＦ 1はバージョン「 V
er1.3」、ソフトウェアＳＦ 2はバージョン「 Ver2.2」とする。
【００３８】
また、例えばソフトウェアＳＦ 2からファイルＦ fによって可能とされる機能を削除して、
新たな機能を可能とするファイルＦ gを追加して、ソフトウェアＳＦ 2を図２Ｃに示すソフ
トウェアＳＦ 3にバージョンアップするとき、アップデートＵＴ -3の更新内容を反映させ
たソフトウェアＳＦ 3がバージョンアップデータとして提供される。この提供されるソフ
トウェアＳＦ 3をバージョン「 Ver3.0」とする。
【００３９】
さらに、ソフトウェアＳＦ 1のバージョン「 Ver1.3」と、ソフトウェアＳＦ 2のバージョン
「 Ver2.2」と、ソフトウェアＳＦ 3のバージョン「 Ver3.0」とに対する更新を図２Ａ，２
Ｂ，２Ｃに示すように行い、この更新内容に対するアップデートＵＴ -4を行うものとする
と、アップデートデータの更新情報は、ファイル「Ｆ a-4」「Ｆ d-3」「Ｆ e-3」「Ｆ f-4」
「Ｆ g-2」のデータとファイルＦ bを削除するデータとなる。また対象情報は、ファイル「
Ｆ a-4」「Ｆ d-3」のデータとファイルＦ bを削除するデータの対象がソフトウェアＳＦ 1，
ＳＦ 2，ＳＦ 3、ファイル「Ｆ e-3」のデータの対象がソフトウェアＳＦ 1、ファイル「Ｆ f-
4」のデータの対象がソフトウェアＳＦ 2、ファイル「Ｆ g-2」のデータの対象がソフトウ
ェアＳＦ 3であることを示すものとなる。なお、アップデートＵＴ -3が実行されたソフト
ウェアＳＦ 1はバージョン「 Ver1.3」、ソフトウェアＳＦ 2はバージョン「 Ver2.2」とする
。なお、アップデートＵＴ -4が実行されたソフトウェアＳＦ 1はバージョン「 Ver1.4」、
ソフトウェアＳＦ 2はバージョン「 Ver2.3」、ソフトウェアＳＦ 3はバージョン「 Ver3.1」
とする。
【００４０】
このようにしてソフトウェア作成部１１で生成されたアップデートデータは、上述したよ
うに放送信号を利用して受信装置２０に供給される。受信装置２０では、供給されたアッ
プデートデータを用いてメモリ３４のソフトウェアの更新を行う。
【００４１】
図３は、アップデート動作を示すフローチャートである。ステップＳＴ１でアップデート
データを取得してステップＳＴ２に進むと、ステップＳＴ２では、更新情報処理を行い、
メモリ３４に記憶されているソフトウェアとは異なるソフトウェアに対する更新情報を分
離して保持する。なお、更新情報が既に保持されているときは、新たに取得した更新情報
を用いて保持されている更新情報を更新する。
【００４２】
ステップＳＴ３では、アップデートデータから、メモリ３４に記憶されているソフトウェ
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アに対応した更新情報を抽出し、書換データとしてステップＳＴ４に進む。ステップＳＴ
４では、ステップＳＴ３で抽出した更新情報である書換データを用いて、メモリ３４のソ
フトウェアの書き換えを行う。
【００４３】
例えば、ソフトウェアＳＦ 2のバージョン「 Ver2.1」がメモリ３４に記憶されているとき
、アップデートＵＴ -3が行われると、受信装置２０では、アップデートデータから抽出し
た書換データによって、ファイルＦ aとファイルＦ dを削除する処理およびファイルＦ bを
Ｆ b-3，ファイルＦ cをＦ c-2に変更する処理を行う。このとき、メモリ３４のソフトウェ
アＳＦ 2はバージョン「 Ver2.2」となる。
【００４４】
ステップＳＴ５では、メモリ３４のソフトウェアが更新されたことから、受信装置２０を
再起動させて、更新後のソフトウェアを実行させる。このようにして、メモリ３４に記憶
されたソフトウェアのアップデートを自動的に行うことができる。
【００４５】
次に、使用者がバージョンアップデータを取得して、メモリ３４に記憶されているソフト
ウェアのバージョンアップを行う場合について説明する。
【００４６】
図４は、バージョンアップ動作を示すフローチャートである。ステップＳＴ１１でバージ
ョンアップデータを取得してステップＳＴ１２に進むと、ステップＳＴ１２では、保持さ
れている更新情報からバージョンアップデータに対応する更新情報を抽出してステップＳ
Ｔ１３に進む。
【００４７】
ステップＳＴ１３では、ステップＳＴ１２で抽出した更新情報の内容がバージョンアップ
データに盛り込まれているか否かを判別する。ここで、更新情報の内容が盛り込まれてい
るとき、すなわち、バージョンアップデータが最新の更新状態であるときにはステップＳ
Ｔ１５に進む。また、更新情報の内容が盛り込まれていないとき、すなわち、バージョン
アップデータに対してアップデートが行われていないときにはステップＳＴ１４に進む。
【００４８】
ステップＳＴ１４では、抽出した更新情報を用いてバージョンアップデータの更新を行い
、バージョンアップデータを最新の状態としてからステップＳＴ１５に進む。ステップＳ
Ｔ１５では、最新の状態とされたバージョンアップデータを用いてメモリ３４のソフトウ
ェアを書き換える。
【００４９】
例えば、図２に示すように、アップデートＵＴ -4が行われる前に、メモリ３４のソフトウ
ェアをソフトウェアＳＦ 3にバージョンアップする場合、ソフトウェアＳＦ 3のバージョン
「 Ver3.0」では、アップデートＵＴ -3までの更新内容が盛り込まれている。このため、ス
テップＳＴ１３からステップＳＴ１５に進み、メモリ３４のソフトウェアがソフトウェア
ＳＦ 3のバージョン「 Ver3.0」に書き換えられる。
【００５０】
また、図５に示すように、アップデートＵＴ -4が行われた後、バージョンアップＢＴとし
て、メモリ３４のソフトウェアを図５Ａに示すソフトウェアＳＦ 1から図５Ｃに示すソフ
トウェアＳＦ 2に更新する場合、提供されるバージョンアップデータがソフトウェアＳＦ 2
のバージョン「 Ver2.0」であると、図２に示すアップデートＵＴ -2～ＵＴ -4までの更新内
容が実施されていないことからステップＳＴ１４に進む。ステップＳＴ１４では、アップ
デートＵＴ -2～ＵＴ -4までの更新内容がバージョンアップデータであるソフトウェアＳＦ
2のバージョン「 Ver2.0」に反映される。ここで、受信装置２０で保持されている更新情
報は、新たに取得した更新情報によって順次更新されるものであることから、アップデー
トＵＴ -4が行われたときのソフトウェアＳＦ 2に対する更新情報は、図５Ｂに示すものと
なる。すなわち、ファイルＦ a，Ｆ b，Ｆ d～Ｆ gに対しては、アップデートＵＴ -4の更新内
容が示されるものとなる。また、ファイルＦ cに対しては、アップデートＵＴ -4で更新さ

10

20

30

40

50

(9) JP 3985737 B2 2007.10.3



れていないことから、アップデートＵＴ -3の更新内容となる。このため、更新情報に基づ
き、ソフトウェアＳＦ 2のバージョン「 Ver2.0」のファイルＦ aは「Ｆ a-4」，ファイルＦ b
は削除，ファイルＦ cは「Ｆ c-2」，ファイルＦ dは「Ｆ d-3」，ファイルＦ fは「Ｆ f-4」と
される。この更新情報に基づいて更新されたソフトウェアＳＦ 2によって、メモリ３４の
ソフトウェアが書き換えられて、最新の状態であるバージョン「 Ver2.3」と等しくなる。
なお、ソフトウェアＳＦ 2のバージョン「 Ver2.0」を用いてメモリ３４のソフトウェアを
書き換えて、その後、メモリ３４のソフトウェアを更新情報に基づいて更新することもで
きるが、更新情報に基づいて更新されたソフトウェアをメモリ３４に書き込むことで、メ
モリ３４での書き換え回数を少なくできる。
【００５１】
ステップＳＴ１６では、メモリ３４のソフトウェアが更新されたことから、受信装置２０
を再起動させて、更新後のソフトウェアを実行させる。
【００５２】
このようにアップデート前のバージョンアップデータを用いてバージョンアップを行って
も、バージョンアップデータが最新の状態に更新されてメモリ３４に書き込まれるので、
順序を考慮してバージョンアップを行わなくとも、最新の状態にバージョンアップするこ
とができる。
【００５３】
また、上述の実施の形態ではアップデートデータに、複数のバージョンアップデータに対
する更新情報を含めるものとしたが、バージョンアップデータに、他のバージョンアップ
データに対する更新情報を含めるものとしても良い。例えばソフトウェアＳＦ 2のバージ
ョン「 Ver2.3」をバージョンアップデータとして提供するとともに、ソフトウェアＳＦ 3
のバージョン「 Ver3.0」をバージョン「 Ver3.1」とする更新情報を含めるものとする。こ
の場合、バージョンアップデータとしてソフトウェアＳＦ 3のバージョン「 Ver3.0」を用
いても、更新情報によって最新の状態であるバージョン「 Ver3.1」にソフトウェアを自動
的に書き換えることができる。
【００５４】
なお、アップデートデータやバージョンアップデータの提供は、上述のように放送信号や
ネットワーク，記録媒体等を利用する場合に限られるものではなく、例えば同じ伝送路や
同種類の記録媒体等を利用してアップデートデータやバージョンアップデータの提供を行
うものとしてもよい。また、ソフトウェアを用いる機器であって、ソフトウェアが書き換
え可能とされていれば、受信装置に限らずいずれの電子機器にも適用できることは勿論で
ある。
【００５５】
【発明の効果】
　この発明によれば、

ソフトウェアの書き換えが行われる。
【００５６】
　このため、ソフトウェアの書き換えに用いる データに対して更新がな
されていても、この更新の内容が データに反映されてソフトウェアの書
き換えが行われるので、最新の状態にソフトウェアを更新できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ソフトウェア更新システムの全体構成を示す図である。
【図２】アップデートデータの作成を説明するための図である。
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アップデートデータから、記憶されているソフトウェアに対する更
新情報が対象情報に基づいて分離される。またアップデートデータから記憶されているソ
フトウェアとは異なるバージョンのソフトウェアに対する更新情報が対象情報に基づいて
分離して保持される。さらに、新たなソフトウェアであるバージョンアップデータに含ま
れているファイルのデータよりも新たなデータが保持されている更新情報に含まれている
ときには、この新たなデータを用いてバージョンアップデータの更新が行われて、この分
離された更新情報あるいは更新されたバージョンアップデータを用いて、記憶されている

バージョンアップ
バージョンアップ



【図３】アップデート動作を示すフローチャートである。
【図４】バージョンアップ動作を示すフローチャートである。
【図５】バージョンアップ動作の一例を説明するための図である。
【図６】ソフトウェア更新順序を説明するための図である。
【符号の説明】
１１・・・ソフトウェア作成部、１２・・・送出用サーバ、１３・・・送出部、１４・・
・送信アンテナ、１５・・・サーバ、１６・・・ネットワーク、２０・・・受信装置、２
１・・・アンテナ、２２・・・受信部、２３・・・デマルチプレクサ、２４・・・番組提
示処理部、２５・・・ネットワークインタフェース、２６・・・ペリフェラルインタフェ
ース、３１・・・更新情報処理部、３２・・・データ更新部、３３・・・書換処理部、３
４・・・メモリ、３５・・・動作制御部

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(11) JP 3985737 B2 2007.10.3



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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